
秋の行政相談週間

行政相談所開設
　10 月 15 日（月）から 10 月 21
日（日）まで、総務省による秋の行
政週間が全国一斉に開催されます。
　菊池市でも、下記のとおり相談所
が開設されます。行政に対するご意
見や、苦情など何でもご相談くださ
い。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。お気軽に相談ください。

問い合わせ先　
総務課行政係　☎（25）7111
旭志総合支所総務振興課

と　き ところ 行政相談委員
10 月 16日（火）
午前 10時
　　　～正午

菊池市
中央公民館

出口一仁
（　　西寺）

10月 19日（金）
午前９時
　　　～正午

菊池市
旭志太陽の
家

森　保士
（　　新明）

　

市
税
や
国
民
健
康
保
険
税
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

今
年
か
ら
、
国
の
三
位
一
体
の
改

革
に
伴
う
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
、
こ

の
こ
と
か
ら
、
自
主
財
源
の
確
保
が

重
要
と
な
り
、
納
税
者
の
公
平
性
を

図
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
徹

底
し
た
徴
税
体
制
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
後
は
、
滞
納
者
に
対
し
法
令
に

基
づ
く
滞
納
処
分
と
し
て
、
不
動
産

（
土
地
・
家
屋
）
や
自
宅
な
ど
の
捜

索
に
よ
る
動
産
（
電
化
製
品
・
自
動

車
・
貴
金
属
な
ど
）
の
差
押
え
お
よ

び
公
売
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

納
期
内
の
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。 　

な
お
、
差
押
え
を
行
っ
た
財
産
は
、

公
売
会
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な

ど
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
徴
税
係　

☎
（
25
）
７
２
０
８

菊池市公売会を
開催します

第1回
　市税・国保税などの徴収のために差押えた家電
製品や食器・日用品類などを、次のとおり公売し
ます。購入を希望する人は、この機会にぜひ参加
ください。
と　き　10月 23日（火）
　　　　午前 10時から（開場・午前９時）
ところ　七城総合支所横
　　　　「七城公民館」２階大研修室
公売物件　家電製品、食器・日用品類、その他
※詳細は、10／１回覧板の「公売会チラシ」を
参照ください。
公売方法　入札
当日必要なもの
①印かん（認め印で可。法人の場合は代表者印）
②購入代金（入札金額および消費税）
③本人が確認できるもの（免許証、保険証など）
④委任状（代理人が入札する場合）
その他
•公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有
姿で行います。
•公売前に滞納税が完納になった差押物件につい
ては、公売中止となります。
•物件は、使用品が多く、キズなどがある場合が
ありますので、ご理解のうえ入札してください。
※今回の公売会のほかにも、Yahoo! 官公庁オー
クション（インターネットオークション）にも
出品予定です。
問い合わせ先　税務課徴税係
　　　　　　　☎（25）7208

市
税
な
ど
の
徴
税
体
制
を

強
化
!

●国民健康保険税第４期
●市県民税第３期
※口座振替を利用している人は、10 月 25 日（木）
に振替を行いますので、残高の確認をお願いします。

10月の「税」の納期限
問い合わせ先　税務課

　

国
や
市
の
行
政
に
関
す
る
こ
と
、

相
続
財
産
な
ど
法
律
上
の
ア
ド
バ
イ

ス
が
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
、
相
談

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
総
務
省
熊
本
行

政
評
価
事
務
所
、
菊
池
市
、
行
政
相

談
委
員
、
弁
護
士
が
、
住
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
様
々
な
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。

と　

き　

10
月
30
日
（
火
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

菊
池
市
中
央
公
民
館
会
議

室
（
菊
池
市
隈
府
８
６
５
番
地
）

※
当
日
午
前
10
時
か
ら
会
場
で
先
着

順
に
受
け
付
け
ま
す
（
事
前
予
約

は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
）。

※
弁
護
士
へ
の
相
談
は
、
先
着
８

組
、
１
組
当
た
り
30
分
で
す
。

※
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
の
有
識
者
で

す
。
国
の
行
政
に
関
す
る
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
今
回
の
行

政
相
談
以
外
に
も
、
行
政
相
談
委

員
が
支
所
ご
と
に
行
政
相
談
所
を

随
時
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

熊
本
行
政
評
価
事

務
所
行
政
相
談
課

　

☎
０
９
６
（
３
２
４
）
１
６
６
２

行
政
相
談
所

タイヤロックによる差押え

○菊

○旭

　

江
戸
時
代
の
文
教
の
特
徴
と
し

て
、
地
方
の
文
教
人
た
ち
の
目
が
、

自
ら
の
住
む
各
郡
内
の
地
誌
・
歴
史

や
伝
承
に
注
が
れ
、
調
査
・
記
録
さ

れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
菊
池

地
方
で
は
、
天
和
元
（
一
六
八
一
）

年
に
死
去
し
た
隈
府
町
の
豪
商
宗
善

右
衛
門
尉
重
次
の
「
伝つ

た
え
お
き置」

を
、
孫

の
宗
四
郎
兵
衛
が
、
ほ
ぼ
五
〇
年
後

の
享
保
十
七（
一
七
三
二
）年
に「
家

伝
」「
宗
氏
之
秘
書
」
と
し
た
『
菊

池
温
故
』（『
菊
縣
温
故
』）
や
、
渋

江
松
石
が
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年

に
そ
れ
を
増
補
し
た
『
菊
池
風
土

記
』
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
近
隣
で
は

『
合こ
う
し
が
わ
あ
く
た

志
川
芥
』（
通
称
・
こ
う
し
せ
ん

か
い
）
や
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年

の
山
鹿
郡
温
泉
郷
住
人
風
斜
曽
白
坊

著
『
鹿ろ
く
ぐ
ん郡
旧
語
伝
記
』
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、
肥
後
藩
で
「
郡

誌
」
の
さ
き
が
け
と
も
い
え
る
の
が

『
合
志
川
芥
』
で
し
ょ
う
。
昭
和
六

（
一
九
三
一
）
年
、
合
志
芳
太
郎
の

尽
力
で
出
版
さ
れ
た
『
改
訂
合
志
川

芥
』
の
序
で
、
武む
と
う
と
ら
た

藤
虎
太
は
「
編
者

ノ
名
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
。
伝
ヘ
云
フ
、
慶

安
年
中
（
一
六
四
八
〜
五
二
）
天
台

宗
ノ
僧
某
ノ
選
ム
所
ニ
係
ル
」
と
、

編
者
が
不
詳
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、

さ
ら
に
、
そ
の
内
容
を
「
書
中
、
合

志
家
ノ
系
譜
・

所
領
等
ヨ
リ
、

合
志
郡
ノ
山

川
・
地
理
、
町

村
・
邑
里
、
神

社
・
仏
閣
、
水
利
・
土
功
、
遺
聞
・

伝
説
等
ニ
及
ブ
マ
デ
、
細
大
漏
ラ
ス

所
ナ
シ
、
悉
ク
信
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ

ト
雖
モ
、
亦
一
部
ノ
風
土
記
ナ
リ
」

と
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
写
真
の
『
合
志
川
芥
』
は
、
そ
の

奥
付
か
ら
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）

年
郷
星ほ

し
ね子

が
合
志
郡
大
津
町
人
か

ら
「
借
請
写
納
」、
加
々
美
為
之
允

の
蔵
本
と
な
り
、
そ
れ
を
寛
政
三

（
一
七
九
一
）
年
続
策
之
が
借
写
、

そ
れ
が
竹
迫
会
所
白
井
氏
（
和
吉
）

の
蔵
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。
文
政
四

（
一
八
二
一
）
年
竹
迫
手
永
板
井
村

の
梶
迫
八
兵
衛
が
、
そ
れ
を
借
写
、

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
に
は
猪
目

村
の
角
右
衛
門
が
借
り
請
け
、
そ
の

際
田
島
村
の
伊
牟
田
尚
正
が
「
亦
借

請
写
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
こ
の「
借
写
」こ
そ
が
、

当
時
の
文
教
人
た
ち
の
熱
意
の
証
で

し
た
。

（
文
責
）
社
会
教
育
指
導
員堤　

克
彦

文
教
菊
池
の
人
々
（
江
戸
期
の
人
物
篇
）

シ
リ
ー
ズ
⑮

　

テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、
よ
く
他
人

を
殺
し
た
り
、
自
殺
し
た
り
す
る
事
件

が
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
て
き
て
ま
す
。
最

近
で
は
、
小
・
中
学
生
の
犯
罪
も
多
く

な
っ
て
き
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
ど
う

し
て
人
の
命
を
奪
っ
た
り
、
せ
っ
か
く

生
ま
れ
て
き
た
命
を
自
分
か
ら
失
っ
た

り
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
人
権
っ
て
何
？
」
っ
て
親
に
聞
い

た
ら
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
人

間
と
し
て
の
権
利
で
、
他
人
を
思
い
や

り
、
大
切
に
思
う
気
持
ち
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。

　

人
類
み
ん
な
が
、
本
当
に
人
権
意
識

を
持
っ
て
毎
日
を
生
活
し
て
い
た
ら
、

犯
罪
な
ん
か
起
き
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
命
の
大
切
さ
が
本
当
に
分

か
っ
て
い
た
ら
、
人
を
殺
し
た
り
、
自

殺
を
考
え
た
り
し
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
、

命
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
に

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
が
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
か
ら
、
殺
人
事
件
な
ど
が
発
生

す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

学
校
帰
り
や
、
買
い
物
な
ど
で
歩
い

て
い
る
と
、
車
い
す
に
乗
っ
た
人
た
ち

と
出
会
い
ま
す
。
白
い
杖
を
持
っ
た
目

の
不
自
由
な
人
と
も
す
れ
違
い
ま
す
。

僕
は
「
不
自
由
だ
ろ
う
な
ぁ
」
と
は
感

じ
ま
す
が
、
特
に
手
を
貸
し
た
り
は
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
身
体
に
障
害
が

あ
っ
て
も
特
別
な
目
で
見
な
い
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
で
も
、
助
け
を
求
め
ら

れ
た
ら
、
出
来
る
限
り
力
に
な
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
あ
る
手
の
不
自
由
な
高
校
生

が
高
校
野
球
の
地
区
予
選
で
先
発
ピ
ッ

チ
ャ
ー
と
し
て
マ
ウ
ン
ド
に
上
が
っ
た

様
子
を
テ
レ
ビ
で
見
ま
し
た
。
７
球
投

げ
て
、
他
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
交
代
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
体
に
障
害
が
あ
る

た
め
、
練
習
な
ど
他
の
選
手
の
倍
以
上

頑
張
っ
た
そ
う
で
す
。
手
に
障
害
が
あ

り
な
が
ら
、
試
合
に
出
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
姿
や
、

一
緒
に
戦
お
う
と
応
援
し
て
い
る
姿
を

見
て
、
僕
は
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
選
手
の

頑
張
っ
て
い
る
様
子
を
テ
レ
ビ
で
何
度

も
見
て
、
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

　

体
に
障
害
を
持
つ
人
は
、
本
当
に
命

の
大
切
さ
を
僕
た
ち
よ
り
も
遥
か
に
理

解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
体
は
不
自
由
で
も
、
健
康
体

の
人
よ
り
優
し
い
気
持
ち
を
持
ち
、
強

い
人
間
な
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　

家
族
も
友
だ
ち
も
、
僕
の
周
り
に
い

る
人
た
ち
全
員
が
大
切
な
人
た
ち
で
す
。

僕
自
身
の
命
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し

な
が
ら
、
人
を
大
切
に
思
い
、
差
別
を

し
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

『合志川芥』の写本（田尻瑠璃氏蔵）

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ

人
を
大
切
に
思
う
気
持
ち

菊
池
南
中
２
年　

出
口
侑
祐 ㉙

天
台
宗
僧・某（
生
没
不
詳
）

　「法の日週間（10月１日から７日まで）」
行事の一環として、下記のとおり無料法律
相談会を実施します。
●無料法律相談会（山鹿市開催）
と　き　10月 15日（月）
　　　　午前 10時～午後３時
ところ　熊本地方・家庭裁判所山鹿支部
相談担当者　弁護士、民事・家事調停委員、
法務局職員
相談内容　民事・刑事の法律問題、サラ金・
破産問題、離婚・相続等の問題、登記、人
権問題など
問い合わせ先　熊本地方・家庭裁判所山鹿
支部　☎（44）5141

●無料法律相談会（熊本市開催）
と　き　10月 15日（月）
　　　　午前 10時～午後３時
　　　　※受付は午後２時 30分まで
ところ　くまもと県民交流館パレア会議室
１（熊本市手取本町８‐９「鶴屋新館９階」）
相談員　裁判所、法務局の職員、弁護士
相談内容　裁判所職員による各種申立手続
き相談など、法務局職員による登記、人権
問題相談、弁護士による一般法律相談など
問い合わせ先　熊本地方裁判所総務課
　☎ 096（325）2121　内線 522

平成19年度法の日週間

無料法律
相談会
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23 広報きくち｜2007 OCTOBER｜

菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111


